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は　じ　め　に

法務の重要スキルは「文書・資料作成」です。契約書や稟議書のよ
うな堅苦しい文書には堅苦しい文書なりの、チャットや LINEなど気
楽な文書には気楽な文書なりの、それぞれの役割があります。その役
割から逆算して、それぞれに適した文書を作れるようになれば、法務
の役割を果たし、存在感も高まるはずです。

文書・資料作成のノウハウを書籍にするように勧められ、その気に
なった理由は、自分が外資系企業に社内弁護士として入社したときに
忘れがたい経験があるからです。
私には日本の法律業務経験しかないのに、会社の中では、英語のメ

ールや文書が飛び交っていました。日本語であれば、そのニュアンス
からメールを送っている人が怒っているのか喜んでいるのか、を嗅ぎ
分けることもできるのですが、英語では鼻が利きません。
さらに、人に資料を送ってもらうお願いのメール一つ作るのにも汗

だくです。最初の挨拶はどうするのだろうか、文末はどうするのだろ
うか、ということから始まり、Please をつけるだけでよいのか、も
っと良い言い方はないのかなど、簡単なメールを一日かけて作るよう
な日々が続きました。
そのとき苦しんで得た一つのサバイバル術は、他人のメールを真似

することです。
そのために、メールフォルダを作りました。普通、案件ごとにメー

ルフォルダを作りますが、私は、文例ごとにメールフォルダを作りま
した。そこには、自分は関与していないが、たまたま転送されてきた
メールで過去に引用されていたメールなど、役に立ちそうな言い回し
や書式があれば、後でコピペして使うためにストックしておいたので
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す。丁寧な言い回しから砕けた言い回しまで、こういったメールのス
トックが自分を救ってくれました。
英語環境で「鼻が利かない」状況に放り込まれ、ここで生き残れる
のか、ここに自分の居場所ができるのか、不安で仕方がなかったので
すが、難しい話も「メール」「文書」に持ち込めば何とかなる、とい
う生き残りの見通しが見えてきたのです。

このメールストック法は、外資系企業で逞しくサバイバルしている
若手社員のアドバイスがきっかけです。私は司法試験、法律事務所、
社内弁護士、とそれなりに年を重ねてから外資系企業に入社しました。
それまでの自信や蓄積が通用せず、茫然としていたとき、自分よりも
ずっと若いし、自分よりもずっと英語が上手でない若手社員が、「芦
原さんのほうが英語も経験も能力も上だから絶対大丈夫」と励まして
くれました。「メールや文書にはパターンがあるから、そのパターン
をいくつか使えるようになれば、必要なコミュニケーションを取れま
す」と教えてくれたのです。
そうです。パターンをいくつか使いこなせれば、とりあえずサバイ
バルできるのです。

さらに、文書・資料作成能力が、サバイバルだけでなく、より積極
的に自分の世界や可能性を広げるために役立つことは、説明するまで
もないでしょう。
最初から完璧な文書でなくても構いません。少しずつ得意技を増や
していけばよい、そのような軽い気持ちで、文書・資料作成を得意技
にしていきましょう。

著者
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構成力の重要性に気づいたきっかけ

昔、とても優秀で素敵な法務部員から「実は文章が苦手だ、自分は
語彙が少ないから」と相談されました。私は、語彙の問題ではない、
語彙が豊富でなくても絶対に文章が上手くなるはず、と信じていたた
め、彼に苦手意識を克服してもらうために、一所懸命解決策を考えた
ところ、出た結論が、この「語彙よりも構成力」でした。
当時の私の乏しい経験を振り返り、少なくともビジネス文書につい
ては、①単語に頼っていてはダメだ、②構成力を磨くことのほうが重
要なのだ、と思い至ったのです。
ここでは、「語彙」よりも「構成力」が重要である理由を明らかに
しましょう。

豊富な語彙は読み手を混乱させる

なぜ、語彙よりも構成力が重要なのでしょうか。
理由の一つ目は、法務部の文書は、性質上、豊富な語彙が要求され
ていない点です。
まず、法的な文書の基本は三段論法です（２章の２）。大前提（一
段目）の規範（抽象論、一般論、ルール）部分と、小前提（二段目）
の事実（具体論、現実論、あてはめ）部分と、結論（三段目）、とい

語彙よりも構成力1

法務の文書で一番大切なこと
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う三部構成になります。
これだけを見ると、抽象論と具体論を説得的に表現するために、と

てもたくさんの言葉が必要と思うかもしれません。
けれども、法的な文書では、単語それぞれに法的な意味があります

から、同じ単語が何度も繰り返し出てくるのは当然です。文学や娯楽
小説の世界だと、同じ単語を使うのは語彙の貧困さを示すものと言わ
れる場合がありますが（とある翻訳家も同じことを言っていました）、
法的な文書では、違う単語を持ち出すと違う意味であると受け止めら
れ、読み手を混乱させますので、同じ意味であればひたすら同じ単語
を使い続けます。特に、大前提の規範部分は、適用されるルールを明
確に示す部分で、ルールに用いられる単語しか登場しませんから、こ
こで用いられる単語の種類は、それほど多くなりません。
また、小前提の事実部分ですが、ここは会社の社内用語や取引先と

のやり取りに関わる業界用語等が出てきます。けれども、これも「語
彙」というような一般的な問題ではなく、やはり限られた領域の言葉
が繰り返し登場します。もし、法務部も理解できない言葉が出てくれ
ば、現場の担当者に教えてもらうべきもので、これも、文章の作成能
力とは関係ありません。
さらに全体を通して言えることですが、微妙にニュアンスの異なる

たくさんの言葉を出すことは、議論を複雑にする一方です。ビジネス
文書では、複雑なことをシンプルに整理することが重要ですから、正
確な語彙は必要であっても、豊富な語彙は不要なのです。

正確に伝える構成を考える

理由の二つ目は、法務の文書は、効率よく、正確に理解してもらう
ことが要求されるからです。
ビジネス文書とは違い、文学や娯楽小説では、例えば時間も場面も
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三段論法での回答が基本

事業部門からの質問に対する回答文書です。法的な正確さが重要で
すから、法的なロジックを正しく伝えるために、三段論法（２章２）
を明確に打ち出しています。
すなわち、「１．ルール」＝大前提、「２．事実」＝小前提、「３．
結論」＝結論、という三つのステップを、そのまま章のタイトルにし
て、議論の位置付けを明確にしています。
この三段論法は、法務が、文書・資料作成時にだけ使うべきもので
はなく、むしろ会社の法的リスクの所在を現場と共有するためのツー
ルとして、遠慮せずにどんどん活用しましょう。
見本の文書のように、結論の後半部分で、法的な結論だけでなく、
実際の対応プロセスに対する配慮も示します。事業部門が実際に自分
で判断し、自分で行動できるようにサポートし、事業部門が責任と自
覚をもって対応するように働きかけるとよいでしょう。

検討状況を伝える文書1
事業部門への文書
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令和○年○日○日
事業部 甲野様

法務部 芦原一郎

商品納入義務の件

お疲れさまです。
先日ご相談いただいた件について、検討状況をお伝えします。

記

１．ルール
契約書上、発注のメールが当社に到着してから三日以内に回答しな

ければ、受注したことになります。
ここで、メールが到着した初日を参入しないのが、日本の民法 140

条の定めるルールです。

２．事実
先方からの発注メールが到着したのが、二月一日です。この日を算

入せずに三日以内が回答期限ですから、回答期限は二月四日です。
他方、我々が当該発注を受けかねる旨のお断りのメールを先方に送

ったのが、回答期限内の二月三日です。

３．結論
したがって、当社が契約を承諾したことにならず、当社は商品を納

入する義務を負いません。
まずは、このような法的状況の認識を先方と共有することが重要で

すが、先方の反応次第では法的な対応も視野に入れた検討が必要にな
りますので、先方の反応についてご報告いただければ幸いです。

以上

【検討状況を伝える文書の例】
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どの表現が問題かを明確に伝える

企業活動において不可欠な広報活動に関しても、法務チェックが必
要な場合があります。
広告案や広報活動のアイデアに法律上の問題があった場合、ただ単
に問題のある部分を指摘するだけで済ませるのではなく、どの表現が
どのような理由で問題となるのかをわかりやすく伝えることができれ
ば、広報部（広報担当者）が広告の修正をする際に大きな手掛かりに
なります。
見本では、広告案の法務チェックの結果を広報部に伝える文書を作
ってみました。結論を先出しした上で、その理由の部分で三段論法（２
章の２参照）を使っています。
三段論法によってルールが示され、そのルールに適合するために必
要なことや対策を考えるきっかけが与えられます。ここでの文例と異
なり、より丁寧に、例えば「No.1」の裏付けをどのように取ったらい
いのか、あるいは「法律上問題あり」と指摘されるとどのような問題
が発生するのか、などまで説明する方法もあり得ます。
それに比較すると、ここでの文例は、法務側からは先に対応方法を
挙げず広報部の自覚ある対応をより強く期待している、と言えます。

広告審査を報告する文書6
事業部門への文書

第４章　具体例でわかる　相手に伝わる文書・資料の見本 103

令和○年○日○日

広報部 甲野様
法務部 小嶺和子

広告審査 003 の件

ご依頼のありました、新サービス PR のための広告用チラシ案につ
いて法務チェックを行いました。

記

【結論】
今回の広告用チラシ案の中には「技術力 No.1」という表現があり

ますが、この表現には景品表示法という法律との関係で問題があり、
削除する必要があります。ご対応をお願いいたします。

【理由】
１．ルール

今回の「技術力 No.1」のように、一番であることを表示する広
告（いわゆる No.1 広告、No.1 表示、比較広告）を使う場合は、根
拠となる調査の出典を具体的かつ明瞭に表示する必要があります。

２．今回の広告案
根拠となる調査結果と出典を併記するなどせずに、「技術力

No.1」という、一番であることを表示する広告を行っており、景
品表示法上の問題がございます。

３．結論
したがってこちらの表現を削除する必要がございます。

以上

【広告審査を報告する文書の例】


